
関ケ原町太陽光発電設備の設置の規制等に関する条例 

 

（目的） 

第１条 この条例は、太陽光発電設備の設置が史跡地の保全、関ケ原古戦場の景観及び豊かな自

然環境並びに安心・安全な生活環境に及ぼす影響を鑑み、その設置に関して必要な規制等を行

うことにより、豊かな地域社会の発展に寄与することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

（１） 太陽光発電設備 太陽光を電気に変換する設備及びその附属設備をいう。ただし、建

築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第２条第１号に規定する建築物に設置するものを除

く。 

（２） 特定設備 太陽光発電設備のうち、発電出力が５０キロワット以上のものをいう。 

（３） 事業 太陽光発電設備を設置及び増設（設置及び増設のための木竹の伐採、切土、盛

土、埋立て、掘削等の造成行為を含む。）し、発電する事業をいう。ただし、設置されてい

る太陽光発電設備の改修は除く。 

（４） 事業区域 事業の用に供する土地の区域及び既設事業と一体の事業の土地の区域をい

う。 

（５） 事業者 事業を行う者及び設置する太陽光発電設備の管理を行う者をいう。 

（本町の責務） 

第３条 本町は、第１条の目的を達成するため、この条例の適正かつ円滑な運用を図るよう必要

な措置を講じなければならない。 

（事業者の責務） 

第４条 事業者は、事業の実施に当たり、関係法令を遵守するとともに、景観及び自然環境等の

保全並びに災害の発生の防止のために必要な措置を講じ、太陽光発電設備及び事業区域を安全

かつ良好な状態に維持しなければならない。 

２ 事業者は、事業を廃止したときは、関係法令に基づき速やかに太陽光発電設備を撤去し、適

正に処分しなければならない。 

 （土地所有者の責務） 

第５条 土地所有者は、この条例の目的を達成するため、町の施策及びこの条例に定める手続の

実施に協力するよう努めなければならない。 

（抑制区域） 

第６条 町長は、次の各号に掲げる区域を特定設備の設置を抑制する区域（以下「抑制区域」と

いう。）として指定し、事業を実施しないよう事業者に協力を求めるものとする。 

（１） 関ケ原町景観条例（令和３年関ケ原町条例第２３号）第６条第２項第１号に規定する

重要眺望区域 

（２） 自然公園法（昭和３２年法律第１６１号）第２０条第１項に規定する特別地域 

２ 事業者は、抑制区域において事業を実施しようとするときは、あらかじめ町長と協議しなけ

ればならない。 

（禁止区域） 

第７条 町長は、次の各号に掲げる区域を特定設備の設置を禁止する区域（以下「禁止区域」と

いう。）として指定する。 



（１） 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律（昭和４４年法律第５７号）第３条第

１項に規定する急傾斜地崩壊危険区域 

（２） 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成１２年法律

第５７号）第９条第１項の土砂災害特別警戒区域及び同法第７条第１項の土砂災害警戒区域 

（３） 砂防法（明治３０年法律第２９号）第２条に規定する指定区域 

（周辺住民等への説明等） 

第８条 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行規則（平成２４年経済産

業省令第４６号）第４条の２の３第１項第１号による説明会を開催する事業者は、周辺の住民

及び関係者（以下「周辺住民等」という。）の理解を得られるよう努めなければならない。 

２ 事業者は、周辺住民等の意見を踏まえ、必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 

３ 事業者は、第１項の説明会を開催し、又は前項の措置を講じたときは、規則で定めるところ

により、町長に報告しなければならない。 

 （助言） 

第９条 町長は、必要があると認めるときは、事業者又は周辺住民等に対して、必要な措置を講

ずるよう助言を行うことができる。 

（勧告） 

第１０条 町長は、事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期限を定めて当該事

業者に対し、必要な措置を講ずるよう勧告することができる。 

（１） 第８条第２項の措置を講じないとき。 

（２） 景観及び自然環境等の保全並びに災害の発生の防止のために重大な影響を及ぼすおそ

れがあると認めるとき。 

（命令） 

第１１条 町長は、第７条に違反して事業を実施した場合又は事業者が正当な理由なく前条の規

定による勧告に従わない場合は、相当の期限を定めて当該事業者に対し、必要な措置を講ずる

よう命ずることができる。 

（公表） 

第１２条 町長は、前条の規定により命令したときは、次の各号に掲げる事項を公表することが

できる。 

（１） 命令した事業者の氏名及び住所（法人その他の団体にあっては、その名称及び代表者

の氏名並びに主たる事業所の所在地） 

（２） 命令の内容 

２ 町長は、前項の規定により公表を行う場合は、あらかじめ事業者に対し、その理由を通知し

、意見を述べる機会を与えなければならない。 

（委任） 

第１３条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行し、この条例の施行の際、現に設置されている太陽光発電設備

の増設についても適用するものとする。 


